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昭和57年 8月1日 

印刷 西 北 印 刷 
×  	 ノ 

市 の 人 口 
	

男 25,662人 
	

世 帯 数 	14,621 

	

53,067人 女 27,405人 
	

（昭和57年 7月I日現在）住民基本台帳から 

      

      

「フアミリーフェスティバル」 

「太陽の下で楽しい休日を」 と 7月11日、家族の祭典

フアミリーフエスティバルが、市内狼野長根公園で盛大

に開催されました。 

この日は、雲一つない晴天にめぐまれ約5,000人の子

供づれや若者でにぎわいました。 

会場には、夏のよびものウォーターボブスレーやスキ  

ー場、金多豆蔵、ロック＆フオーク等色々な趣向をこら

した各コーナーが設けられ、好天の中汗を流しながら声

援を送る姿があちこちにみうけられました。 

なかでも、ウォーターボブスレーと縫いぐるみのパン

ダやウサギのコーナに子供達の人気が集まり、ぬけるよ

うな青空に歓声がこだましていました。 
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ロ
休
館
日
 
毎
週

月
曜
日

と
十
二

月
一
一

十
九
日
か
ら
翌

年
一

月
三
日

ま
で
。
 

ロ
利
用
時
間
 

平

日
は
、

午
前
九

時
三

十
分
か

ら
午
後
四
時

ま
で
。
 

ロ
用
具
等

の
利
用

備
え

つ
け
の
用
具
等
 

を
利
用
す
る
場
合

は
事
務
室

に
利
用
料
を

納
め
て
か
ら

貸

し
出
し
を

受
け
て
下

さ
い
。
 

ロ
食
堂

・
喫
茶
室
も
あ

り

ま
す
。
 

ロ
お
問
合
わ

せ
先
 
利

川

等
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、

セ

ン
タ
ー

ハ
ウ
ス
事
務
室
（

廿

⑩
三
六
三
一
番

）
に
お
間

い

合
わ

せ
下
さ
い
。
 

利用のご案内 

区 分 半 	日 1 	日 

高 校 生 300円 600円 

一 般 400円 800円 

アーチェリー場利用料 人工スキー場利用料 

区 	分 半 	日 1 	日 

小 学 生 300円 500円 

中・高校生 400円 700円 

― 	般 600円 1,000円 

r
 区 	分 半 	日 1 

和 	室 1,500円 3,000円 

ラウ ン ジ 2,000円 4,000円 

窺
謡
曲
教
 

一
般
の
ご
参
加
を
歓
迎
し

ま

す
。
 

ロ
と
き
 
八

月
十
五

日
（
日
）
 

午
後
一
時
 

ロ
と
こ
ろ
 
布
屋
町
峰

鶴
旅

館
 ロ

受
講
料
 

無
料
 

ロ
講
師
 
東

京
芸
大
音

楽
学

部
講
師
 
寺

井
良
雄
氏
 

主
催
 
五
所
川
原
宝
生
会
 

後
援
 
五

所
川
原
中
央
公

民

館
 

和室及びラウンジは無料解放ですが、専用の場合の利用料 

区 	分 1 	時 	間 

小 学 生 lOOFI 

中・高校生 200円 

一 	般 300円 

区 	分 半 	日 1 	日 

小 学 生 200円 400円 

中・高校生 300円 600円 

一 	般 400円 800円 

で
き
ま
す
。
 

太
陽

に
光
る
雪

の
飛
沫
が

な

い
だ
け
で
、

雪
上

と
全
く
同
じ

フ
イ
ー
リ
ン
グ

が
伝
わ
っ

て
き

ま
十
。
 太
陽
の
ゲ

レ
ン
デ
、

灼
 

クロッケゴルフ場利用料 

熱
の
銀
世
界
。
 

体
力
づ
く
り
 

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場
、

ゲ
ー
ト
 

ボ
ー
ル
場
、
体
力
測
定
広
場
等
 

が
あ
り
ま
す
。
 

ウオーターボブスレー利用料 

r
 

】ツ
捲
、飼
圏
轟
圏
捲
H
 

勤
労
者
野
外
活
動

施
設

の
こ
案
内
 

ル国
捲
、昌
ポ
ー
 

ウ
ォ

ー
タ
ー
・
ボ
ブ

ス
レ

ー
 

い
ま
ア

メ
リ
カ
で

爆
発
的

な

人
気
を

呼
ん
で

い
る
サ

マ
ー
レ

ジ

ヤ
ー
の
決
定
版
と
も

い
え
る

ス
ポ
ー
ツ
で

す
。
 

水
に
乗
り
延
長
百

冒
の
ク
レ
 

ー
ン
を

滑
り
、
プ
ー
ル
ま
で

の

二
十
、

三
十
秒
間

の
ス
ピ

ー
ド

と
ス
リ
、

を
味
わ

う
こ
と
が

で

き
ま
す
。
 

ク
ロ
ツ

ケ
ゴ

ル
フ
 

ョ
ー
ロ
ッ
。ハ
生
ま
れ

の
ク
ロ

ケ
ッ
ト
に
、
ゴ
ル
フ
の
パ
ッ

ト

の
面
白
さ

と
ク
ッ

シ
ョ

ン
を
う

ま
く
利

用
す
る
ビ

リ
ヤ
ー
ド

の

妙
味
を

三
者
ミ
ッ

ク
ス
し

た
全

く
新
し

い
ス
ポ

ー
ツ
で
す
。
 

ゴ
ル
フ
の
ル
ー
ル
を

基
調

に
、
 

マ
レ

ー
と
呼
ぶ

木
槌
状
の
も
の

で
球
を
打
ち
、

各
ホ
ー
ル
ご

と

に
定
め
ら
れ

た
ゲ

ー
ト
ナ
ン

バ
 

ー
を
順
次
狙
っ

て
セ
ン
タ
ー
ピ

ン
に
達
す
る
も
の
で
、

ゲ
ー
ト

及
び

コ
ー
ト
枠
を
う
ま
く
ク
ッ

シ
ョ

ン
に
使

い
な
が
ら
九

ホ
ー
 

ル

・
パ
ー
三
十

六
に
挑
戦
、

い

か
に
最
少
打
数
で
あ
が

る
か
を

競

い
合
う
ゲ

ー
ム
で
す
。
 

人
工
ス
キ

ー
 

真
夏
で
も
雪

と
変
ら

な
い
ス

ピ
ー
ド
感
覚
を

味
わ
う
こ

と
が
 

昭和57年（1982年） 8月1日 
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憂
か

・
 

一

・
．）

一
 

纏
難
 

『

・
！
 

国土利用計画法による届出制 

届出を必要とする取引 
1. 売買契約（停 lE 条件付・期限付契約等を含むJ 
2‘売買予約 

3 譲渡担保 

4 ．代物弁済 

5 ，代物弁済予約 

6 ，交換 

7 ．保留地処分（土地区画整理法〕 

8 ，共有地の持分権の譲渡 

9 ．営業譲渡 

10. 予約完結権、買い戻し権等の形成権の譲渡 

ん
 

A」
 

Y
 

、
ミ
イノ

〈
 

い
ろ

は
 一
 」
 

い十ろ＋は＋に之ー定面積 

甲さんの土地】し、 

乙さんの土地】ろ

丙さんの土地】は

丁さんの土地】に 

L]rA ィ→A △△さんの土地 

（イ・ロ・ハ・ニ・ホ） ん
ん
ん
ん
ん

さ
さ
さ
さ
さ
 

ー‘I r一二「コ D-B 
ノ 	L 二二一、 ハ→C 

fー‘ A 二→ D 
Lー一にン・～ユホ→E 

イ＋口＋ハ＋ニ＋ホと一定面積 

,
 

▽
土
地
の
取
引
に
は
届
出
が

必
要
で
す
。
 

定
め
ら
れ
た
広
さ
以
上
の
土

地
取
引
を
す
る
と
き
は
、
契
約

す
る
前
に
市
町
村

長
を
通
し
て

知
事
に
届
出
が

必
要
で
す
。
 

届
出
が
必
要
な
広

さ
は

①
市
街
化
区
域

は
二
千
平
方

冒
（
約
二
反
歩
）
以

上
 

②

m
そ
除
く
都
市
計

画
区
域

は
五
千
平
方
肩
（
約
五
反
歩
）
 

以
上
 

③
都
」
巾
計画
区
域
は
一
万
平

方
肩
（
約
一
町
歩
）
以
上

で
す
。
 

▽
一
団
の
取
引
も
届
出
が
必

要
で
す
 

一
ま
と
ま
り
の
土
地
を

二
人

以
上
の
土
地
所
有
者
か
ら
買
う

と
か
、
多
数
の
人
に
分
割
し
て

売
る
場
合
の
よ
う
に
、
 
一
人
当

り
の
取
引
面
積
が
定
め
ら
れ
た

広
さ
以
下
の
取
引
で
あ
っ
て
も
、
 

ま
と
め
る
と
定
め
ら
れ
た
広
さ

以
上
に
な
る
場
合
は
届
出
が
必

要
で
す
。
 

▽
届
出
を
要
し
な
い
取
引
も

あ
り
ま
す
 

農
家
の
人
が
農
地
法
第
三
条

の
許
可
を
受
け
て
農
地
と
し
て

取
引
す
る
場
合
や
、
国
、
地
方

公
共
団
体
が
取
引
の
相
手
方
で

あ
る
な
ど
の
場
合
に
は
届
出
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

▽
取
引
価
格
と
利
用
目
的
を

審
査
し
ま
す
。
 

届
出
を
受
け
た
知
事
は
、
取

引
予
定
価
格
が
著

し
く
高
過
ぎ

た
り
、
ま
た
利
用
目
的
が
土
地

利
用
の
計
画
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
き
は
、
土
地
利
用
審
査
会

の
意
見
を
き
い

て
、
取
引
価
格

の
引
下
げ
や
、
取
引
の
中
止
を

勧
告
す
る
な
ど
し
て
適
正
な
取

引
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
 

勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
 

一
般
住
民
に
そ
の
内
容
を
公
表

し
ま
す
。
 

問
題
が
な
い
場
合
に
は
、
届

出
日
か
ら
六
週
間
以
内
に
勧
告

し
な
い
旨
の
文
書
で
通
知
し
、
 

こ
の
通
知
を
受
け
取
れ
ば
契
約

が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

▽
届
出
を
し
な
い
と
罰
せ
ら

れ
ま
す
 

届
出
を
し
な
い
で
土
地
取
引

を
し
た
り
、
偽
り
の
届
出
を
す

る
と
、
六
カ
月
以
下
の
徴
役
ま

た
は
三
十
万
以
下
の
罰
金
に
処

せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
十
分
注
意
し
て
下
さ
い
。
 

▽
お
気
軽
に
ご
相
談
を
 

詳
し

い
こ
と
に

つ
い
て
は
、
 

市
総
務
課
企
画
室

（
廿⑩
二
一

一
一
番
内
線
三
一
八

・
三
一
九

番
）
へ
ご
相
談
下
さ
い
。
届
出

書
の
用
紙
は
窓
口
に
備
え
て
あ

り
ま
す
。
 

一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る

粗
大
ゴ

ミ

（
大型
電
気
製
品
、
 

ベ
ッ
ト
、
タ
ン
ス
、
畳
、
ド
ラ

ム
缶
等
）
は
毎
月
第
二
火
曜
日

を
収
集
日
と
し
て
収
集
・
運
搬

し
て
来
ま
し
た
が
、
不
燃
物
有

料
化

（
家庭
か
ら
一
時
に
排
出
 

さ
れ
る
十
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
上
の

も
の
）
に
伴
な
い
六
月
一
日
か

ら
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
粗
大
ゴ
ミ
を
集
積
所
に
置
き

ま
し
て
も
収
集
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。
 

な
お
粗
大
ゴ
ミ
の
排
出
の
あ

る
場
合
は
、
自
己
処
理
（
野
里
 
 

埋
立
地

へ
自
己
運
搬
）
す
る
か
、
 

一
般
廃
棄
物
処
理
許
可
業
者
に

依
頼
し

て
処
理
し
て
下
さ
い
。
 

こ
れ
ら
の
粗
大
ゴ
ミ
を
河
川
、
 

道
路
端
、
湖
沼
、
公
共
の
場
所

等
に
不
法
に
投
棄
し
ま
す
と
罰

せ
ら
れ
ま
す
。
 

ま
た
盛
夏
を
迎
え
、
青
果
物

等
は
水
切
り
を
十
分
に
し
、
飛

散
、
流
出
及
び
悪
臭
が
漏
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
清
潔
の
保
持

に
ご
協
力
下
さ
い
。
 

●

入
国
警
備
官
募
集
●
 

ロ
受
験
資
格
 
昭
和
三
十
四

年
四
月
二
日
ー
昭
和
四
十
年
四

月
一
日
生
ま
れ
の
方
 

ロ
受
付
期
間
 
八
月
二
十
七

日
（
金
）
ー
九
月
九
日

（
木
）
 

（
消
印
有
効
）
ま
で
 

ロ
試
験
日
 
第
一
次
 
十
月

二
十
四
日
（
日
）
 

第
二
次
 
十

月
二
十
五

日
 

（月
）
 

ロ
お
間
合
せ
先
 
仙
台

入
国

管
理
局
 

仙
台
市
五
輪
一
丁
目
三
番
一
一

〇
号

（
〒
九
八
三
）
 

仙
台
第
二
地
方
法
務
合
同
庁

舎
（
廿
〇
二
二
二
⑩
六
〇
七
六
 

ー
八
）
 

粗
大
ゴ
II、の
収
集
運
搬
が
廃
止
に
 



市勤労青少年ホームでは、働く若人の仲間と楽しく話し合い、 

余暇に文化・教養・スポーッ・レクリエーション等の活動など

ホーム利用者相互の交流を図っております。 

ふるってご応募下さい。 

受講資格①市内に住所、または勤務先を有する勤労青少年。 

②満15歳以上～30歳までの方。③以前に受講された方でも結構 

です。 

・締切 り 8 月31日 

■目‘国図■回園目

受講者募集のご案内 

・受講料 無料（ただし、材料費は本人負担） 

・申込み先 勤労青少年ホーム（廿⑩3602番） 

‘受講時問 午後6 時30分から午後 8日寺30分主で一 

無料（ただし、材料費は本人負担） 

勤労青少年ホーム（廿⑩3 6 0 2 番） 

8 月31日 

午後 6 時30分から午後 8 時30分まで。 

募 集 内 容 

昭和57年（1982年） 8 月1日 	 広報ごしょがわら '524号） ④ 

毎週 教室名 人 員 回 数 サ一クル・クラブ サブ体育館利用日 

手 芸 15 人 10 回 吹 奏 楽 

硬式テニス 

軟式テニス 

バドミントン 

火
  

茶
陶

絵
料

道
芸

画

理
  

1
01
05

1
5
 

 

人

人

人
人
  

10 回 紅葉会（茶） 
10 
10 
10 

回 

回 

回 

少林寺拳法 

山 の 会 

水
  

煎 茶 10 人 10 回 ダ泥
 
ン

窯
 
ス
 
師
 

バドミントン 

卓 	球 

木
  

付
 
花
 
げ

着
 
生
 
け
 
 

10 人 10 回 

10 人 10 回 

15 人 10 回 

金 
、
／
 h
与
 

ダま
 
ス
 
ぐ
 

バドミントン 

卓 	球 

開講式 9 月1日午後 6 時30分 

※今回新しく 〔レタリング教室〕を開講することになりました。 
誰でも早く美しく書ける、すぐに役にたつレタリング教室へ
どうぞ。 

今
年
は
市
青
年
団
協
議
会
や

菊
栄
会

（勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

利
用
者
の
会
）
等
七
団
体
が
参

加
し
「
新
成
人
を
祝
う
実
行
委

員
会
」
が

つ
く
ら
れ
、
歌
声
、
 

陶
芸
、
写
真
、
茶
道
、
映
画
な

ど
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
み
な
さ

ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
 

ご
家
族
、
友
人
等
を
お
誘
い

合
わ
せ
の
う
え
ご
参
加
下
さ
い
。
 

ロ
と
き
 

八
月
十
五
日
（
日
）
 

午
前
十
時

ー
正
午
 

ロ
と
こ
ろ
 
市
中
央
公
民
館

ロ
対
象
者
 
昭
和
三
十
七
年
 
 

一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

ロ
お
間
い
合
わ

せ
先
 

市
教
育
委
員
会
‘
社
会
教

育

課
（
廿
⑩
二
一

一
一
番
・
内
線
 

電
電
公
社
で
は
本
年
十
月
に

三
十
周
年
を
迎
え
ま
す
が
、
こ

の
記
念
行
事
と
し
て
、
絵
画

・

作
文
コ
ン

ク
ー
ル
を
実
施
し
ま

す
。
 

電
信
、
電
話
に
関
す
る
こ
と
 
 

二
五
〇
番
）
 

対
象
者
に
は
ハ
ガ
キ
で
通
知

し
て
お
り
ま
す
が
、

ハ
ガ
キ
が

届
い
て
い
な
い
方
は
ご
連
絡
下

さ
い
。
 

な
ら
ど
ん
な
絵
や
作
文
で
も
結

講
で
す
か
ら
ど
し
ど
し
お
送
り

く
だ
さ
い
。
 

ロ
応
募
資
格
 
小
学
校
高
学
年
 

（
四
、五
、
六
年
生
）
 

ロ
種
目
 
絵
画
の
部
 
A
3
判
 
 

程
度
の
大
き
さ
で
、
 

水
彩
画
。
作
文
の
部

四
百
字
詰
原
稿
用
紙

三
枚
程
度
。
 

ロ
テ
ー
マ
 
「
電
信
電
話
」
 
に
 

関
す
る
も

の
。
 

ロ
賞
 
各
学
年
ご
と
に
最
優
秀

賞
一
人
、
優
秀
賞
二
人

佳
作
若
干
名
 

口
締
切
日
 

八
月
三
十

一
日
 

口
送
り
先
 
五
所
川
原
電
報
電

話
局
第
一
営
業
課
 

（
〒
〇
三
七
）
五
所

川
原
市
上
平
井
町
 

一
 
〇

一
 
一
  

（
廿
⑩
二
〇
〇
〇
）
 

1
第
1
1回
 

げ
ん
と
忌
開
催

l
 

今
年
も
郷
土
の
生
ん
だ
偉
大

な
作
曲
家
上
原
げ
ん
と
を
偲
ぶ

げ
ん
と
忌
を
開
催
し
ま
す
。
 

多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

ま
す
。
 

ロ
と
き
 

八
月
四
日
（
水
）
 

午
前
十
時
三
十
分
 

ロ
と
こ
ろ
 

神
山
フ
ラ
ワ

ー
 

セ
ン
タ
ー
げ
ん
と
忌
碑
前
 

⑨
当
日
午
前
十
時
ー
市
民
文

化
会
館
前
か
ら
バ
ス
を
ご
利
用

下
さ
い
。
 

＠
懇
親
会
費
二
千
円
 

⑨
お
申
込
み
・
お
間
い
合
わ

せ
は
七
月
三
十

一
日
（
土
）
ま

で
市
中
央
公
民
館
（
電
璽
ハ
〇

五
六
番
）
へ
 

電
電
「
絵
画

・
作
文
コ
ン

ク
ー
ル
」
募
集
 

ロ
受
講
対
象
者
 

一
般
市
 

県
合
同
庁
舎
二
階
 

民
。
と
く
に
勤
労
者
、
学
生
、
 

ロ
受
講
申
込
み
 
西
北
地

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ァ
、
社
会
福
祉
 

方
福
祉
事
務
所
（

廿
⑩
二
一

施
設
職
員
を
歓
迎
し
ま
す
。
 

一
一
・
内
線
二
一
七
・
二
一
 

ロ
定
員
 
百
人
 

八
番
）
か
市
福
祉
事
務
所
（
廿
 

「社
会
福
祉
公
開講
座
」
 

ふ
る
っ

て
ご
応
募
を
 

ロ
と
き
 
八
月
二
十
六
日
 
⑩
二
一

一
一
・
内
線
二
八
六
 

（
木
）
から
九
月
三
十
日
（
木
）
 
・
二
一
〇
番
）
へ
八
月
十
四
 

ま
で
の
毎
週
木
曜
日
 

日
ま
で
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
 

開
講
時
間
は
午
後
六
時
か
 

受
講
者
の
決
定
は
、
開
講
 

ら
八
時
ま
で
 

前
に
本
人
に
連
絡
し
ま
す
。
 

ロ
と
こ
ろ
 
市
内
栄
町

・
 

ロ
受
講
料
 
無
料
 

r
 

r
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麟
請
ず
f

【g
・、
 

手
「
 

ト
ぐ
、＼
‘
、ノ
、
 
、
ノ
・
 
列
 

舞
麟
「蒲
 市

で
は
、
公
共
下
水
道
の
管

き
ょ
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
 

新
た
に
ト
ッ
パ
ン
の
個
所
で
も

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で

み
な
さ
ん
の
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
 

ロ
工
事
期
間
 

七
月
十
九
日
 

ー
十
月
二
十
日
ま
で
 

こ
の
間
、
 一
部
通
行
止
と
な

る
個
所
も
あ
り
車
の
通
行
や
商

店
、
歩
行
者
の
み

な
さ
ん
に
は

大
変
不
便
を
か
け
ま
す
が
、
公

共
事
業
を
ご

理
解

い
た
だ
き
、
 

事
故
防
止
等
に
協
力
を
お
願
い
 

無
 

旭町通り等でも開始 

一どマー” 

“さ
『
 

マ
JI
 

、
、
ぐ
、、1

り
A
“
ノ
 

、三
」
）
「

一
疹
叫
瓦
 

海
J1
1
】
”1
1
 

r
l
い
一
。
ネ1
『
“
 

ら

え
」
葉マ
 

管
き
ょ

工
事
に
 I
A

"
  

力
を
 

し
ま
す
。
 

 （
市
下
水
道
課
）
 

ぐはス ノ イ ド等の視耳患覚教具を使用しま 上 ・冬講義テキス トを配付しま 1 

日程・講座内容及び講師 

7 	一 	二’ 月 	日 講 	義 	昆， 講 帥 

今

日
的
商
業

」
讐
呂
 
 

	

8 	fl 16 fl (11) 
18 日（加 

20 Ii () 

	

23 ii 	JI) 
25［」『水’ 
27 H！勃 

30 Ii "I) 

改正商法の諸問題 
財務諸表の見方と活かし方 

損益計算書を中心！こ
今「1「均商業経営と財務分折
大量流通の歴史と現代商業経営
商業環境の変化と中小商業者の適応
生I引凱に応じた商業経営の改善
小規模企業の問題点 

人
 
部
 

授
授
 
掻

授
師

授
授

教
助
 
助

助
講

助
教

藤
井
 
本

宮
藤
子

永

敏
一
 

道
俊
芳
 
芳

佐
新
 
漬

四
佐
金
吉
  

”
ク
 
ク
 

ケ
 
ク
 
り
 
り

昭
夫
 
正

之
彰
昭

史
 

教
 
教

教
 

教
 

,
 

布屋大橋下部工工事 
8月1:5日から通行止め 

も
早
く
解
消
す
る
た
め
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

市
で
は
 

n
J
・
4
‘
・
 

3
漆
川
・

岩
木
町
線
 

（
立
体
交

差
橋
）
の

布
屋
大
橋

ト
部
工
工

事
を
行
い

ま
す
。
 

ロ
工
事

期
間
 
八

月
十
五
日

か
ら
昭
和

六
十
年
三

月
「
干

一

日
 こ

の
間
、
 

市
中
央
公
民
館
で
は
、
弘
前

大
学
と
共
催
で
「
今
日
的
商
業

経
営
」
の
講
座
を
次
の
日
程
で

開
催
し
ま
す
。
 

多
数
の
受
講
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。
 

ロ
開
催
場
所
 

市
中
央
公
民

館
（
鎌
谷
町

一
一
七
の
七
）
 

ロ
開
催
時
間
 
午
後
六
時
三

十
分
ー
九
時
三
十
分
（た
だ
し
、
 

一
講
師
だ
け
は
八
時
三
十
分
ま

で
、
受
講
者
の
利
用
交
通
機
関

等
の
都
合
で
講
義
時
間
を
短
縮

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。）
 

ロ
募
集
人
員
 
五
十
人

（
募

集
人
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り

ま
す
。
）
 

ロ
申
込
受
付
期
限
及
び

時
間

八
月
十
日
 

午
前
九
時
ー
午
後
四
時

（平

日
）
 

午
前
九
時
ー
正
午
（
土
曜
日
）
 

ロ
申
込
先
 
中
央
公
民
館
 

（
廿
⑩
六
〇
五
六
）
 

ロ
申
込
方
法
 
「

申
込
先
」
 

に
備
え
付
け
の
所
定
の
用
紙
に

記
入
し
、
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
 

ロ
受
講
料
 
千
円
（
テ
キ
ス

ト
代
）
 

ロ
修
了
証
書
 
総
講
議
時
間

数
の
三
分
の
二
以
上
出
席
の
方

に
授
与
し
ま
す
。
 

⑤ 昭和57年（1982年） 8 月1日 

車
の
通
行
、
歩
行
者
の
み
な
さ
 

ん
方
に
は
ご
不
便
を
か
け
ま
す
 

が
、
朝
タ
の
交
通
渋
滞
を

一
日
 

美
学
公
開
講

座
 
一
 

受
講
者
募
集
の
ご
案
内
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て
支
給
さ
れ
る
年
金
で
あ
る

た
め
、
福
祉
年
金
の
受
給
権

の
あ
る
人
す
べ
て
に
支
給
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る

程
度
生
活
に
ゆ
と
り
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
人
な
ど
に
は

支
給
が
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
 

プ
。

・
レ」
占
ご
 

の
受
給
権
者
本
人
に
あ
る

程
度
の
所
得
が
あ
る
と
き

④
配
偶
者
に

あ
る
程
度
の

所
得
が
あ
る
と
き
 

回
扶
養
義
務
者
に
あ
る
程

度
の
所
得
が
あ
る
と
き
 

③
障
害

の
程
度
が
よ
く
な

っ
た
と
き
 

④
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

⑤
業
務
上

の
災
害
補
償
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

⑥
そ
の
他
 

工
公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
 

、
レ」
，

ご
 

受
給
権
者
が
恩
給
や
厚
生
 

年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
 

次
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
福

祉
年
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

①
受
け
て
い
る
公
的
年
金

が
普
通
恩
給
、
普
通
扶
助
料
、
 

退
職
年
金
な
ど
の
一
般
の
公
 

的
年
金
で
あ
る
と
き
で
、
そ

の
受
け
て
い
る
年
金
の
額
が

四
十
八
万
円
よ
り
も
低
額
で

あ
る
と
き
。

こ
の
場
合
は
、
 

四
十
八
万
円
と
公
的
年
金
と

の
差
額

（
福
祉
年
金
の
額
が

限
度
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

②
受
け
て
い
る
公
的
年
金

が
戦
争
公
務
に
基
く
公
務
扶

助
料
、
増
加
恩
給
な
ど
で
あ

る
と
き
で
、
か
つ
、そ
の
年
金

を
受
け
て
い
る
人
が
大
尉
以

下
の
旧
軍
人
ま
た
は
そ
の
遺

族
で
あ
る
と
き
。
こ
の
場
合

は
、
福
祉
年
金
の
全
額
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
 

な
お
、
詳
し
く
は
、
次
号

を
ご
覧
下
さ
い
。
 

の
全
額
が
、
国

の
負
担
に
よ
っ
 

受
給
権
が
あ
っ
て
も
年
金
の
支
給
が

止
め
ら
れ

る
と
き
 

年
金
め
は
声
レ
 

年
金
の
支
給

停
止
 

な
っ
て
い
ま
す
。
 

定
の
事
項

に
該
当
し
た
 
そ
の
主

な
も
の
は
、
次
の
 

場
合
、
福
祉
年
金

の
支
給
が
 

と
お
り
で
す
。
 

停
止
さ
れ

ま
す
。
 

①
公
的
年
金
を
受
け
て
い
 

る
ン
」ン
さ
 

福
祉
年
金
は
、

そ
の
費
用
 

命
］
）
あ
る
程
度
の
所
得
が
あ
 

その12の 5 

児童扶養手当現況届添付書類 

区 分 添 	付 	書 	類 

父母が離婚 

又は父死亡 
母及び対象児童が属する世帯全員の住民票 

2
  

父から遺棄 
① 本人の申立書と民生委員等（福祉事務所長又は 
一市町村長）の証明書 
(2） 母及び対象児童が属する世帯全員の住民票 

3
  

父が拘禁 
① 刑務所等（又は拘置所）の証明書 

② 母及び対象児童が属する世帯全員の住民票 

4
  

未婚の母 
① 対象児童の謄（抄）本 

② 母及び対象児童が属する世帯全員の住民票 

に

J
 
 

生死不明 
① 福祉事務所又は警察署等の証明書 

② 母及び対象児童が属する世帯全員の住民票 

6
  

受給者が養 

育者の場合 

上記1 -5の添付書類のほかに、養育申立書及び

民生委員等（福祉事務所長又は市町村長）の証明書 

"
I
 
 

母が別居監 

護の場合 

上記1 -5の添付書類のほかに、母の別居監護申

立書及び民生委員等（学校長又は寄宿舎長）の証明書 

8
  

（他市町村） 
他県からの 
転入者 

57年1月 2 日以降に転入した人は、前住居地の市
町村長の56年分所得証明書 

提
出
し

て
下

さ
い

ク
福

祉
年
金
（国
民
年
金
）
の
証
書
 

八
月
は
、
福
祉
年
金
（
国
民

年
金
）
の
受
給
者
が
、
年
金
証

書
を
市
役
所
に
提
出
す
る
月
で

す
。
 

福
祉
年
金
は
毎
年
、
本
人
、
 

配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
な
ど
の

前
年
の
所
得
に
よ
っ
て
、
そ
の

年
の
八
月
か
ら
翌
年
の
七
月
ま

で
の
一
年
間
の
年
金
を
支
給
す

る
か
、
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
調
査
の
た
め
、
毎
年
一

回
証
書
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
 

併
せ
て
ほ
か
に
恩
給
や
年
金
を
 
 

受
け
て
い
る
人
は
申
し
出
て
も

ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

も
し
、
提
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
 

十
二
月
支
給
分
の
福
祉
年
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
 

八
月
分
の
福
祉
年
金
を
受
け

取
っ
た
ら
す
ぐ
に
証
書
を
市
社
 

受
給
者
の
方
は
、
毎
年
一
回

八
月
に
そ
の
年
の
八
月
一
日
現
 
 

会
課

・
国
民
年
金
係
か
各
支
所
、
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
栄

を
除
く
）

へ
提
出
し
て
下
さ
い
。
 

な
お
、
住
所
を
変
更
し
て
ま

だ
届
け
て

い
な
い
人
は
、
至
急

市
社
会
課

・
国
民
年
金
係

へ
届

け
て
下
さ
い
。
 

在
の
現
況
を
届
け
出
る
事
に
な

っ
て
い
ま
す
。
別
表
に
定
め
る
 
 

関
係
書
類
を
添
付
し
届
け
出
を

し
て
下
さ
い
。
こ
の
届
を
し
な

け
れ
ば
八
月
以
降
の
手
当
を
受

け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま

す
。
 

0
提
出
期
問
 

八
月
十
一
日
ー
八
月
二
十
四
日

⑥
持
参
す
る
も
の
 

児
童
扶
養
手
当

証
書
、
印
鑑
、
 

そ
の
他
別
表
を
参
照
し
て
下
さ
 

、
。
 

し
 

＠
提
出
先
 

市
福
祉
事
務
所
、
児
童
係
 

現
況
届
、
申
立
書
の
用
紙
は
 

係
で
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
 

国
民
金
融
公
庫
で
は
、
七
月

一
日
か
ら
中
元
資
金
の
取
り
扱

い
を
は
じ
め
ま
し
た
。
 

春
以
降
の
好
天
続
き
に
よ
り

景
気
の
先
行
見
通
し
が
明
る
い

と
こ
ろ
か
ら
資
金
需
要
が
活
発

化
し
て
く
る
も
の
と
予
想
さ
れ

ま
す
。
 

中
元
商
品
の
仕
入
資
金
、
買

掛
・
支
払
手
形
決
済
資
金
な
ど

を
必
要
と
さ
れ
る
方
は
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

普
通
貸
付
 

貸
付
限
度
 
一
、

八
〇
〇
 

万
円
以
内
 

※
貸
付
期
間
 

運
転
資
金
 
五

年
以
内
 

設
備
資
金
 

七
年
以
内
 

（
特
別
の
場
合
 
十

年
以
 

内
）
 

貸
付
利
率
 

年
 
八
‘
 

一
 

一
 ％
 ご

相
談
は
五
所
川
原
商
工
会

議
所
ま
た
は
国
民
金
融
公
庫
弘

前
支
店

（
廿〇
一
七
ニ
ー
三
六
 

ー
六
三
〇
三
）
へ
 

（担
当
 

奈
良
 
昭
）
 

ー
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
と
 

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
を

ー
 

,
 

r
 



一
開
 

航
一
育つ

ょ
 

「非
「
 

年
一
 

と
あ
い
 

社
会
を

明
る
く
す
る
 

一
◇
 
連

動
月
間

」
及
び
「

青
 

青
少
年
非
行
防

止
の

決
起
市
民

集
会
が
、

七

月
七

日
市
庁
舎
前

お
祭

り
広
場
で

開
催
さ
れ
ま

し
た
。
 

こ
れ
け
毎
年
七
月
が
 

少
年
を

非
行

か
ら
守

る

ノ
、
ー
国
強
調
月
間
」
と
な
 

J
て
い
る

た
め
、

こ
の

運
動
に
呼
応
し

て
開
催
 

一
汐
「
会
に
す
る
た
め
、
き
び
 

響

…
 
の
運
び

と
な
っ

た
も

の

典
2
コ
「一
で
す
c
 

一
黙
熱
競
「
騒
麟
 

矧
）論
認
薙
誘」
 さ

つ
し
、
続

い
て
青
森
保
護

観

察
所

長
の
小
野
寺

昭
男
氏
が

来

賓
の
あ
い
さ

つ
を
し
ま
し
た
。
 

県
知
事

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
届
き
、
 

大
会

の
ム
ー
ド

も
盛
り
上
っ

た

と
こ
ろ
で

私
の
提
言
と
題

し
て
、
 

五
小
六
年
の
金
田
修
治

君
他
一
一

名
の
生
徒

の
方
が

こ
の
運
動
に

つ
い
て
感
想
を

述
べ

ま
し
た
。
 

最
後
に
五
所

川
原
地
区

B
B
 

s
会
の
代
表
が

宣
言
文
を

読
み

上
げ
、
街
頭
パ

レ
ー
ド

に
移
り

ま
し
た
。
 

今
回
お
こ
な
わ
れ
た
集
会

に

は
、
実
施
委
員
会
と
し

て
二
十

団
体

と
小
、
中
学
校

の
鼓
笛

隊
 

・

ブ
ラ
ス
バ
ン
ド

等
約
六
百
人

が
参
加
し
た
た
め
盛
大

な
催
し

と
な
り

ま
し
た
。
 

⑦ 昭和57年（1982年）8 月1日 	 広報ごしょがわら 	 価24号） 

年金等の支給 

「心身障害者扶養共済制度  	●加入者が亡くなったとき、または廃疾となったときは、 

~ 	ご 	内 
その月から心身障害者に毎月 2 万円（ 2 口加入の場合

は毎月 4 万円）の年金を生涯支給します。 案 
●この制度に1年以上加入した後、心身障害者が加入者 

特色 よりも先に亡くなられたときは、一時金として弔慰金 
●この制度は保護者の相互扶助にもとづく共済制度です。 2 万円（ 2 口加入の場合は 4 万円）を支給します。 
●生活に困っている人のため掛金をを減免します。 ．加入者または、心身障害者に次のような故意または重 
●県外に転出する場合は、東京都を除く道府県の制度に 大な過失があったときは、年金を支給しないことがあ 
継続して加入することができます。 ります。 

.2口加入することによって、障害者に支払われる月々 1．加入者が、加入後1年以内に自殺したとき。 
の年金額が 4 万円になります。 2 ．加入者が、犯罪行為または、刑の執行によって死 

加入できる方 亡したとき。 
●将来独立自活することが困難な精神薄弱者、身体障害 3 ．心身障害者が故意に加入者を死亡させたとき。 
者などを扶養している方で次のすべての条件に該当す 4 ．加入申込みのとき、健康状態をいつわって申告し 
るとき。 たとき。 
1．住所が県内にあること。 加入等申込 
2 . 65歳未満（年齢計算は 4 月1日現在）であること。 ●加入又は口数追加の申込みは、市福祉事務所です。 
3 ．特別の疾病または障害のないこと。 ●申込みに必要な書類は次のとおりです。 

心身障害者とは 1．加入等申込書 
●将来独立自活することが困難であつて、次のいずれか 2 ．障害証明書 
に該当する方。 2. 申込者告知書 
1．精神薄弱者 4 ，年金管理者指定届書（心身障害者本人が年金を管 
2. 1級から 3 級までの身体障害者 理できる場合は必要ありません。） 
3 ．その他心身に永続的な障害があり、その程度が上 5 ．加入等申込者と心身障害者の住民票の写し（年金 
記1及び 2 と同程度と認められる方（たとえば、脳 管理者を指定する場合は、年金管理者の住民票の写 
性麻庫、進行性筋萎縮症、腎蔵疾患等の内部障害、 し） 
自閉症、精神病など） '2口めの加入は任意です。 

年金管理者 脱退 
●心身障害者が年金を受けとり管理することが困難であ ●次のような場合は脱退となります。（脱退月までの掛金 
る場合、加入者はあらかじめ年金管理者を指定するこ 又は加算掛金はおかえししませんJ 
とができます。 1．加入者が死亡し、または廃疾となったとき。（年金 

掛金の減免 支給） 
●加入者が次のような世帯に属するときは掛金（加算掛 2 ，心身障害者が死亡したとき。（弔慰金支給） 
金を含む）を減免いたしますので、市福祉事務所にご 3. 加入者が脱退（取消）届を提出したとき。 
相談ください。 4 ．加入者が他の制度（道府県の心身障害者扶養共済 

免 	区 	分 減 免 額 制度）に加入したとき。 

生活保護世帯であるとき 10分の10の額 税金との関係 
市町村民税非課税世帯であるとき 10分の 5 の額 ●支給される年金‘弔慰金には、所得税はかかりません。 
市町村民税均等割課税世帯であるとき 10分の 3 の額 

・掛金又は加算掛金は小規模企業共済掛金として、所得 非常災害等を被ったとき 10分の10の額以内 

控除の対象となります。 
●加入又は 2 ロの加入期間が、継続して20年以上（積算） 掛金支払い方法 
となり、かつ加入者が65歳（ 4 月1日現在）になった 1．納入通知書による支払い 
ときは、掛金又は加算掛金は全額免除となります。た 2 ．口座振替による支払い 
だし 2 口目の加算掛金は、65歳になった年の翌年度の 	なお、掛金など詳しくは、市福祉事務所（廿（園>2 111番） 
加入した時の月から免除されます。 	 へお問い合わせ下さい。 

, 
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広報ごしょがわら 昭和57年（1982年）8月1日 

五
所
川
原
市
農
業
青
年
会
議
 

（
越谷
正
博
会
長
、
会
員
四
十

八
人
）
は
七
月
十
四
日
、
花
弄

部
会
が

ハ
ウ
ス
栽
培
し
た
キ
ク
、
 

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
花
束
 

月 齢 対 	象 と 	き と 	こ 	ろ 

3カ月児 
昭和57年 4 月 

生まれの乳児 
8月10日 

旧中央公民館 6カ月児 
昭和57年1月 

生まれの乳児 
8月17日 

1 	歳 

6 カ月児 

昭和56年 2月 

生まれの乳児 
8月24日 

*―乳幼児の健康診査―* 

乳幼児の健康診査と健康相談を次の日程で行います。 

該当する赤ちゃんには、受診させるようにして下さい。 

’受付時間 午後 0時45分から1時15分まで 

■持参するもの 母子健康手帳・バスタオル 

現在病気治療中か他の医療機関で健康診査を受けてい 

る乳幼児はご遠慮下さい。 

1歳6カ月児に限り歯科衛生指導も行います。 

食
中
毒
を
予
防
す
る
た
め
に

は
、
食
品
を
細
菌
に
よ
る
汚
染

か
ら
守
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
 

そ
の
た
め
に
食
品
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
は
清
潔
、
じ
ん
速
、
 

加
熱
又
は
冷
却
と
い
う
三
つ
の

原
則
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
 

清
潔
 
調
理
を
始
め
る
前
に

は
、
必
ず
手
を
よ
く
洗

い
ま
し

ょ
う
。
ま
た
食
品
、
ま
な
板
、
 

ふ
き
ん
な
ど

の
調
理
器
具
は
、
 

熱
湯
や
消
毒
薬
で
消
毒
す
る
こ

と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
 

じ
ん
速
 
食
品
は
買
っ
て
き

た
ら
長
く
放
置
し
な
い
で
、
手

ぎ
わ
よ
く
調
理
し
ま
し
ょ
う
。
 

と
く
に
、
生
の
食
品
材
料
は
で
 

き
る
だ
け
早
く
調
理
し
、

調
理

し
た
も
の
は
早
く
食
べ
る
こ

と

が
、
食
中
毒
予
防
の
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
で
す
。
 

加
熱
と
冷
却
 
細
菌
は
熱
に

た
い
へ
ん
弱
く
、
セ
氏
七
十
度

以
上
に
加
熱
さ
れ
る
と
た
い
て

い
の
菌
は
死
ん
で
し

ま
い
ま
す

の
で
、
食
品
は
な
る
べ
く
火
を

と
お
す
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
 

一
方
食
品
の
冷
却
保
存
は
、
 

菌
を
殺
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
低
温
に
よ

り
菌
の
繁
殖
を

抑
え
る
効
果
が
あ
り
、
そ
の
場

合
、
セ
氏
五
度
以
下
に
保

つ
必

要
が
あ
り
ま
す
。
 

（環
境
衛
生
課
）
 

ばい菌は水に流して ．ノ 
8 月 2 日～ 8 日 食品衛生週問 

8月は食中毒が多く発生する季節。高温多湿のいまの気候

が微生物の繁殖に適しているからです。 使い終わったまな板

やほうちょうをそのままにしていませんか。ばい菌の増殖を

防ぐには水洗いだけでも効果があります。手や調理器具を清

潔にして、食中毒を予防しましょう。 

移
動
健
康
教
室
を
開
催
 
難

難
縄
か
 

市
と
五
所
川
原
市
民

保
健
協
 

口
講
師
 
桂
修
二
氏
 

＠
テ
ー
マ
 
「妊
娠
の
よ
ろ
こ
び
」
 

議
会
で
は
、
次
の
日
程
で
、
「移
 

ロ
と
き
 
八
月
十
九
日
（
木
）
 

ロ
と
き
 
八

月
二
十

五
日
 

動
健
康
教
室
」
を
開
き
ま
す
。
 

午
後
一
時
か
ら
 

（
水
）
 

お
気
軽
に
お

い
で
下
さ
い
。
 

ロ
と
こ
ろ
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
 

0
テ
ー
マ
「
妊
娠
中
の
生
活
」
 

ロ
と
き
 
八
月
十
八
日
（
水
）
 

セ
ン
タ
ー
長
橋
 

ロ
と
き
 
九
月
八
日
（
水
）
 

午
後
一
時
か
ら
 

ロ
講
師
 

田
辺
靖
彦
氏
 

＠
テ

ー
マ
 
「出
産
」
 

ロ
と
こ
ろ
 
水
野
尾
集
会
所
 

な
お
、
当
日
は
健
康
相
談
、
 

ロ
と
き
 
九

月
二
十

二
日
 

ロ
テ
ー
マ
 
腰
痛
・
神
経
痛
 

血
圧
測
定
も
行
い
ま
す
。
 

（
水
）
 

と
そ
の
予
防
に
つ
い
て
 

O
テ
ー
マ
「
赤
ち
ゃ
ん
の
保
育
」
 

ロ
受
付
時
間
 
い
ず
れ
も
午
 

、D
」・
《」
ヒ
ヘ
ノ
エ
主
ト
出
月
 一
一
、
、J
ョ
ず
 

後
零
時
四
十
五

分
か
ら
五
所
川
 

．
‘
 
ー
 
く
、
、1
 ‘
ー
 

ノ
 
ノ1
 

原
保
健
所
 

母
親
教

室

へ
ど
う
ぞ
 

ロ
持
参
す
る
も
の
 

母
子
健
 

丈
夫
な
赤
ち
ゃ
ん
を
生
み
育
 

産
の
準
備
が
で
き
る
よ
う
五
所
 

康
手
帳
 

て
る
た
め
、
ま
た
安
心
し
て
お
 

川
原
保
健
所
で
は
次
の
日
程
で
 

じ
す
）
 

員
雑「
「
瑠柳
馨
暴
 

作
田
で

ハ
ウ
ス

栽
培
 

し
丹
精
を
込
め
て
作
っ

た
も
の

を
寺
田
市
長
に
寄
贈
し
ま
し
た
。
 
で
す
o
 

食
中

毒
を

防
ご

う
 

「食
中
毒
」
は
、
有
害
な
微
 

多
く
、
昨
年
は
七
月
か
ら
九
月

生
物
や
物
質
を
含
む
食
べ
物
を
 

の
間
に
年
間
発
生
数

三
十
五
件

摂
取
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
下
 
の
う
ち

三
十
二
件
（
九

一
％
)
 

痢
や
お
う
吐
、
腹
痛
な
ど

の
症
 
が

発
生
し
て
い
ま
す
。
 

状
を
起
こ
し
、
ひ
ど
い
場
合
に
 
こ
れ

は
、
細
菌
の
繁
殖
に
適

は
死
に
至
る
油
断
の
で

き
な
い
 

す
る
温
度
、
水
分
、
栄
養
の
三
 

病
気
の

ー
つ
で
す
。
 

条
件
が
そ
ろ
い
や
す
い
た
め
で
、
 

食
中
毒
は
年
間
を
通
し
て
発
 

冷
夏
と
言
わ
れ

た
昨
年
に
お

い

生
し
ま
す
が
、
と
く
に
高
温
多
 

て
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

湿
な
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
 

し
た
。
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ク
丹
精
込
め
た

花
で
す
）
 

農
青
会
議
 
転
作
田
で
ハ
ウ
ス
栽
培
 

r
 

r
 広報
紙
の
早
期
配
布
に
ご
協
力
下
さ
い
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